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 また道路案内標識は、下記の目標地-1)を設定しドライ

バーに対し連続的な案内を行ない、目的地に到達できる

ように案内している。(図-3参照) 

１． はじめに 

 

道路案内標識は、昭和61年の「道路標識、区画線及

び道路標示に関する命令」(以下標識令)の改正後、地名

案内方式を基本とし路線番号や道路通称名を併記した予

告標識・交差点標識（108系）表示板により、ドライバ

ーに交差点での案内を行い、確認標識（106）により進

行した道路の確認を行っている。また、現在地について

は地点案内標識により道路上で確認出来るように設置さ

れている。 

 

① 重要地 (県庁所在地、政令指定市、地方生活圏

の中心都市、主要幹線道路が相互に交差する結

節点を有する市他) 

② 主要地 (二次生活圏の中心市・町、幹線道路が

相互に交差する結節点を有する市、町、村他) 

 

 

 

 

 

 

図－2 案内システム

 

 

 

 

 

 

図－１ 108系案内標識 

 

 

 

 

 

 

図－１-2 106 確認標識  

  

③ 一般地 (上記以外の市、町、村:一次生活圏) 

以上の目標地を設定し案内システムを行っている。 

道路案内標識は上記案内システムを前提として、道路

管理者(国・都道府県・市町村)が、それぞれが管理する

道路の道路案内標識の設置を行なっている。 

．道路案内システムの問題点 

 

市街地から

か

一般地のA町については案

内が出来なくなっている。 

 

２

 

 

 

 

 

     101:区市町村      114の2-A:主要地点 

図－１-3 地点案内標識  

(1) 市町村合併に伴う問題点 

道路案内標識の目標地については、上述のように都

道府県・市・町・村等の名前を用いて地方生活圏から一

次生活圏までを誘導している。近年における市町村合併

に伴い従来の市町村名が存続しない場合、主要地又は一

般地名は消滅し案内が出来ない状況になっている。また

吸収合併により市のエリアが拡大し、本来の

なり遠方で案内が出来ない状況となる。 

図-3に示すように、B市・A町・C市の合併によりC市

となった場合、主要地のB市・
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図－3 市町村合併による問題 

 また交差道路側の案内についても複数の路線で同一

目標地となってしまう。 

３．案内システムの改善 

 

 (1) 市町村合併に伴う改善 

 市町村合併は、一次生活圏同士や二次生活圏(地方生

活圏)の拡大であり、ドライバーが目的とする地域とし

ては、非常に不明瞭となっている。また新市町村名につ

いては浸透度が低く、高齢者にとっては旧地名を補足し

ないと方向感覚がなくなる状態に陥りやすい。したがっ

て新名称と旧市町村名を目標地とし設定することが、わ

かりやすい道路案内標識の条件だと思われる。 

現在都市部では、道路結節点(主要地点:114の2-A)や

駅などを主要地・一般地として採用し案内を行なってい

るが、市町村合併地域においても、旧市町村内の中心と

なる交差点を目標地とすることが、ドライバーに対して

有効な案内であると思われる。改善案として重要地をC

駅・一般地C交差点・主要地B交差点と設定することによ

り、従来の一次又は二次生活圏の案内が可能となる。

(図-6参照) 

 

(2) 道路番号における問題点 

道路案内標識は、生活圏相互を結ぶ道路を誘導する

ものであり、道路自体はその特性により主要幹線道路・

幹線道路・補助幹線道路に区分されている。道路管理者

としては一般的に主要幹線道路(国道)・幹線道路(県

道)・補助幹線道路(市町村)となっている。標識政令に

おいては、国道番号標識(118:)や都道府県番号標識(118

の2)を定め当該道路上に設置し案内を行なっている。

(図-4参照) 

政令指定都市・中核都市においても同様に、駅を対

象とすることにより、本来の地方生活圏の中心部への案

内は、連続的に行なわれ案内方法は改善されると思われ

る。 
 

 

 

 

 

       図－4 道路番号標識 

国道番号(118) 都道府県番号(118 の 2) 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 案内システム改善案

現在政令指定都市・中核市などにおいては、渋滞解

消のため、環状道路等の整備を行なっているが、市道の

ため通称名を個別に設ける場合を除き道路自体の再確認

が出来ない状況になっている。  

ムであり、また費

用

道路愛称名があり多数設置されている。(写真-1参照) 

 
 

 

 

 

 

 

図－5 道路番号による問題 

 

(2) 道路番号における改善 

道路番号による案内は、ドライバーが走行しながら

位置を確認するには有効な案内システ

についても安いのが特徴である。 

市道において、現在代替として行なっているものに

 

 

 

 

 

写真－１ 道路愛称名 

また主要幹線道路と市街中心部を結ぶ補助幹線道路

については、大半が市道のため交差道路が○○市街の同

一案内標識が設置される要因となっている。(図-5参照) 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

しかしながら、愛称名は必ずしも全ての補助幹線道

路に設定されている訳ではなく、著名施設等がある場

図-7 標識改善図 

 

合

や

うことが必要であると思われる。(図-7 参照) 

.今後の課題 

ライバー

の

ア全体として整備していくことが今後の課

題となる。 

.おわりに 

全・安心な道路

が実現されることを切に願っている。 

 １） 説 社団法人 日本道路

社団法人 全国道路標

識・標示業協会 2004 
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現在道路案内標識は、道路管理者毎に維持管理を行

っている。そのため道路案内標識が示す目的地に最終的

には到達しない場合や、目標地としての整合性が取れな

い道路案内標識が数多く存在しており、一般ド

 

 

 

 

 混乱を招いているケースが見受けられる。 

わかりやすい道路案内標識を設置するためには、そ

の地方共通の目標地図をそのエリアに関わる道路管理者

が設定し、案内すべき道路等の選定を含め、路線ごとの

整備からエリ
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当協会としても、わかりやすい道路案内標識の整備

に積極的に協力することにより、より安

 

 

 

  

  

  

  

 

 


